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行為類型別の審決数（現行一般指定の施行（昭和５７年９月１日）以降） 

 

行為類型 件 数 

1 項（共同の取引拒絶） ２ 

2 項（その他の取引拒絶） ４ 

3 項（差別対価） ０ 

4 項（取引条件等の差別取扱い） １ 

5 項（事業者団体の差別取扱い） ０ 

6 項（不当廉売） ０ 

7 項（不当高価購入） ０ 

8 項（ぎまん的顧客誘引） ０ 

9 項（不当な利益による顧客誘引） ４ 

10 項（抱き合わせ販売等） ７ 

11 項（排他条件付取引） ３ 

12 項（再販売価格の拘束） ４７ 

13 項（拘束条件付取引） ２３ 

14 項（優越的地位の濫用） ８ 

15 項（競争者に対する取引妨害） １４ 

16 項（競争会社に対する内部干渉） ０ 

 

資料 5 

不公正な取引方法の行為類型別代表事例 

（注）同一事件に２以上の法条を適用した場合がある。 
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行為類型 審決年月日 事業者名 概要 

1 項 

共同の取引拒絶 
H12. 10. 31 ㈱上村開発ほか 16 名 

ロックマン工法協会施工部会の会員である㈱上村開発ほか 16 社

は、共同して、同協会の非会員に対し、ロックマン工事に用いる専

用の機械の貸与及び転売等を拒絶していた。 

2 項 

その他の取引拒絶 
Ｈ2.2.20 全国農業協同組合連合会 

全農は、段ボールシート及び段ボール箱を製造している者のうち

主要なもの（指定メーカー）に段ボール箱製造業者に対するシート

の供給を拒絶させ、又は段ボール原紙製造業者からの中芯原紙の購

入数量を制限させていた。 

3 項 

差別対価 

 

S55.2.7 東洋リノリューム㈱ほか 3名 

東洋リノリュ－ム㈱ほか 3 社は、ビニルタイルの市況品の取引価

格について、全国各地のビニルタイル工事業協同組合の組合員に対

し、市況品の取扱数量に応じて割戻しを行うことにより、非組合員

に対し、同組合員より高い価格で市況品を供給していた。 

4 項 

取引条件等の差別取扱い 
H12. 2. 2 オートグラス東日本㈱ 

  オートグラス東日本㈱は、国産自動車向け補修用ガラスの取引に

関し、積極的に輸入補修用ガラスを取り扱う取引先補修用ガラス販

売業者に対し、不当に、国産補修用ガラスの卸売価格を引き上げ、

配送の回数を減らす不利な取扱いをしていた。 

5 項 

事業者団体の差別取扱い 
S32. 3. 7 浜中村主畜農業協同組合 

浜中村主畜農業協同組合は、原料乳を北海道バター㈱に出荷する

という組合の取決めに反して明治乳業㈱に原料乳を出荷した組合員

に対し、生乳の販売委託の引受け及び融資を拒否し、組合施設の利

用について差別的な取扱いをしていた。 

6 項 

不当廉売 
S57. 5. 28 ㈱マルエツ、㈱ハローマート 

㈱マルエツの牛乳の仕入価格が一本当たり 155 円～158 円、㈱ハ

ローマートの牛乳の仕入価格が 157 円～160 円であったところ、両

社は、その仕入価格を著しく下回る価格で販売することにより、牛

乳を主体に販売する牛乳専売店等を競争上極めて不利な状況に置

き、その事業活動を困難にするおそれを生じさせていた。 

7 項 

不当高価購入 
適用事例なし   

8 項 

ぎまん的顧客誘引 
S50.6.13 ホリディ・マジック㈱ 

ホリディ・マジック㈱は、いわゆるマルチ商法の手法で、消費者

に対して報奨金等の利益をもってディストリビューター（販売員）

となるように誘引していた。 

9 項 

不当な利益による顧客誘引 
H3．12.2 

野村證券㈱、山一證券㈱、 

日興證券㈱、大和證券㈱ 

大口顧客との取引関係を維持し、又は拡大するため、一部の大口

顧客に対し、損失補てん等を行っていた。 
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行為類型 審決年月日 事業者名 概要 

10 項 

抱き合わせ販売等 
H10.12.14 マイクロソフト㈱ 

マイクロソフト㈱は、取引先であるパソコンの製造販売業者に対

し、当該製造販売業者が表計算ソフトウェアをパソコン本体に搭載

又は同梱して出荷する権利を許諾する際に、不当に、ワードプロセ

ッサー用ソフトウェアを併せて搭載又は同梱させ、さらに、表計算

ソフトウェア及びワードプロセッサー用ソフトウェアについて権利

を許諾する際に、不当に、スケジュール管理ソフトウェアを併せて

搭載又は同梱させていた。 

11 項 

排他条件付取引 
S51.2.20 フランスベッド㈱ 

フランスベッド㈱は、同社と一定額以上の取引をしているチェー

ン会会員との間に、自社製ベッドに類似する他社製ベッドの取扱い

を禁止する旨の条項を規定した「フランスベッド専売店取引協定書」

と題する契約を逐次締結し、他社製ベッドの取扱いを禁じていた。 

12 項 

再販売価格の拘束 
H9.4.25 ハーゲンダッツジャパン㈱ 

ハーゲンダッツジャパン㈱は、ハーゲンダッツブランドのアイスク

リーム製品について、取引先小売業者に対し、自ら又は取引先卸売業

者をして希望小売価格を維持させる条件を付けて供給していた。 

13 項 

拘束条件付取引 
H13.8.1 ㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント 

㈱ソニー・コンピュータエンタテインメントは、取引先小売業者

等に対し、販売先を制限する条件を付けてソフトウェアを供給する

とともに、取引先卸売業者に対し、同卸売業者をしてその取引先で

ある小売業者に販売先を制限させる条件を付けてソフトウェアを供

給していた。 

14 項 

優越的地位の濫用 
H10.7.30 ㈱ローソン 

ローソン㈱は、自己の取引上の地位が日用雑貨品納入業者に対し

て優越していることを利用して、日用雑貨品納入業者に対し、金銭

を提供させ、また、日用雑貨品を 1円で納入させていた。 

15 項 

競争者に対する取引妨害 
H16.4.12 東急パーキングシステムズ㈱ 

東急パーキングシステムズ㈱は、東急車輛が製造する二段方式及

び多段方式の機械式駐車装置の保守業を営む他の独立系保守業者に

対して、合理的理由なく、自社又は東急車輛製造㈱が保守契約を締

結している駐車装置管理業者、所有者等向けの販売価格を著しく上

回る価格で販売し、又は部品メーカー等に新たに製造販売を委託す

る場合の最低発注可能数量を単位として販売することにより、独立

系保守業者と同駐車装置の管理業者、所有者等との保守業務の取引

を不当に妨害していた。 

16 項 

競争会社に対する内部干渉 
適用事例なし  

 

 


